
経理情報●2017.3.20（No.1474）79

主な内容 適用時期 関連資料

金融庁による
有価証券
報告書の審査

事業報告および計算書類の作成に際して次のことに注
意する。
①　会社法施行規則
事業報告において、社外取締役を置くことが相当でない

理由を記載すること、各会計監査人の報酬等について監
査役会が同意した理由を記載すること、特定完全子会社
に関する事項、親会社等との間の取引に関する事項など
に注意する。

②　会社計算規則
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注

記（会計方針の変更に関する注記、退職給付引当金の計
上基準など）および附属明細書について、会社計算規則に
従って作成する（連結計算書類も同様）。

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」
報告において、決算短信の記載内容とされている「経営方
針」について、決算短信ではなく有価証券報告書において
開示すべきとされたため、以下のように、【対処すべき課
題】から【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】へ
と改正されている（有価証券報告書（第三号様式）は有価
証券届出書（第二号様式）記載上の注意（32）に準じて記載
する（第三号様式記載上の注意（12）））。

①　会社法
→本誌26.8.10（No.1388）解説、
本誌26.8.20・9.1（No.1389）
解説、本誌27.4.1（No.1409）
解説、本誌27.4.10（No.1410）
解説、本誌27.4.20（No.1411）
解説、本誌27.5.1（No.1412）
解説
②　会社法施行規則
→本誌27.3.20（No.1408）解説
③　会社計算規則
④　会社法施行規則及び
会社計算規則による株式
会社の各種書類のひな型
（改訂版）（2016年3月9
日、一般社団法人日本経
済団体連合会　経済法
規委員会企画部会）

→本誌28.4.10（No.1443）解説
⑤　計算書類に係る附属明
細書のひな型（会計制度
委員会研究報告９号）

①　企業内容等の開示に
関する内閣府令
②　企業内容等の開示に
関する留意事項について
③　企業内容等の開示に
関する内閣府令等の一部
を改正する内閣府令（平
成28年４月１日、内閣府
令35号）

―

平成29年内閣府令２号は、
公布の日（平成29年２月14
日）から施行する。
改正事項のうち有価証券報

告書の記載内容に「経営方針」
を追加する部分については、平
成29年３月31日以後に終了す
る事業年度に係る有価証券報
告書および同事業年度を最近

事業年度とする有価証券届
出書から適用する。

―

④　企業内容等の開示に
関する内閣府令及び特
定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令
の一部を改正する内閣
府令（平成29年２月14
日、内閣府令２号）

有価証券報告書レビュ
ーの実施について（平成
28年３月期以降）（平成
28年３月25日、金融庁）

は債務の時価を記載することとなっており、為替予約取引等の時価
として記載すべき金額は、為替予約等の契約額の評価額ではない
（連結財務諸表規則２三十四、15の７、財務諸表等規則８◯41、８の
８）。

平成28年７月29日、公認会計士・監査審査会は平成28年版の
「監査事務所検査結果事例集」を公表している。
事例集は、公認会計士・監査審査会が行う監査事務所の検査で

確認された指摘事例等を取りまとめたものであり、基本的に、監査
事務所に関する内容であるが、一般事業会社における会計処理等
においても参考になると考えられる。

【会計上の見積りの監査】
会計上の見積りの監査については、継続して不備が頻出してい

るとのことである。
たとえば、①事業計画について、その内容と企業環境との整合性

の検討、過去実績との比較、収益拡大や経費削減という計画に織
り込まれた具体的な方策の確認などにより慎重に検討するという
留意点、②経営者の仮定について、経営者が策定した過去の事業
計画の仮定や一般的な経済環境との整合性等を確認しておらず、
経営者へのヒアリングのみを行って定性的に評価するにとどまり、
監査チームが、職業的専門家として批判的な観点から十分かつ適
切に検討していない事例などが指摘されている。

【関連当事者取引】
①関連当事者取引の取引条件の開示にあたり、独立第三者間取

引と同等の取引条件で実行されている旨を記載しているが、取引条
件を十分に検討していない事例、②被監査会社および子会社が保
有する上場株式を、被監査会社グループの事業と直接関係のない
関連当事者である大株主へ売却した取引など、事業上の合理性に
ついて疑義のある事例などが指摘されている。

そのほか、繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損会計、
のれんの評価、関係会社有価証券（株式）の評価などについて、多く
の事項が指摘されている。

平成28年６月24日（ホームページ掲載日）、日本公認会計士協
会は、「平成27年度品質管理委員会年次報告書」を公表している。
年次報告書は、監査法人または公認会計士が行う監査の品質

管理の状況をレビューする制度（品質管理レビュー制度）に基づく
ものであり、基本的な対象は、監査法人または公認会計士である
が、一般事業会社における会計処理等においても参考になると考
えられる。

【会計上の見積りの監査】
会計上の見積りの監査に関して、①経営者が会計上の見積りを

行った方法とその基礎データを批判的に検討していない、②前年
度の財務諸表に計上されている会計上の見積りの確定額または該
当する場合には再見積額について検討していないという指摘があ
る。

【固定資産の減損会計】
固定資産の減損の監査において、①「経営環境の著しい悪化」

等、「営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマ
イナス」という事象以外の減損の兆候の有無を検討していない事
例、②将来キャッシュ・フローの見積期間全体にわたって営業活動
から生ずるキャッシュ・フローの水準が継続するとした経営者の仮
定の合理性および実現可能性を検討していない事例などの指摘が
ある。

【繰延税金資産の回収可能性】
将来年度の課税所得の見積額の算定根拠とした事業計画の合

理性および実現可能性を検討していない事例などの指摘がある。

決算短信・四半期決算短信の様式について、使用強制をとりや
めることで自由度を高めるものとし、短信の様式のうち、本体である
短信のサマリー情報について、上場会社に対して課している使用義
務は、これを撤廃するとした（有価証券上場規程404、806④）。
また、投資判断を誤らせるおそれのない場合に、決算短信の開

―

―

決算短信・四半期決算
短信の様式に関する自由
度の向上に関する改正
は、2017年３月31日から
施行する。

監査事務所検査結果
事例集（平成28年７月
29日、公認会計士・監査
審査会）

平成27年度品質管理
委員会年次報告書（平成
28年６月24日（ホームペ
ージ掲載日）、日本公認
会計士協会）

①　決算短信・四半期決
算短信の様式に関する
自由度の向上のための
有価証券上場規程の
一部改正について

同日以後、最初に終了する事
業年度もしくは四半期累計期間
または連結会計年度もしくは四
半期連結累計期間に係る決算の
内容が定まった場合の開示から
適用する。
2017年２月版の作成要領は、

2017年３月末日以後に終了する
連結会計年度または四半期連結
累計期間の決算または四半期決
算に係る決算短信または四半期
決算短信から適用する（早期適
用はできない）。

「比較情報の取扱いに関する
研究報告（中間報告）」が公表さ
れている。
研究報告の公開草案では、

「３．個別財務諸表への移行に伴
う比較情報の開示」について述べ
られていたが、その後、さらに関連
して検討すべき事項が生じたた
め、結論を含めて引き続き検討す
ることとされており、研究報告（中
間報告）では同項目を削除してい
る。

①　平成28年４月１日以後開始
する連結会計年度および事業
年度の期首から適用する。

　　ただし、平成28年３月31日
以後終了する連結会計年度お
よび事業年度の年度末に係る
連結財務諸表および個別財務
諸表から適用できる。

②　上記①ただし書きの適用に
あたって、早期適用した連結会
計年度および事業年度の翌年
度に係る四半期連結財務諸表
および四半期個別財務諸表に
おいては、早期適用した連結会
計年度および事業年度の四半
期連結財務諸表および四半期

（2017年２月10日、㈱東
京証券取引所）
②　決算短信・四半期決算
短信作成要領等（2017
年２月、㈱東京証券取引
所）
③　株式会社東京証券取
引所の決算短信・四半期
決算短信の記載事項の
見直しについて（決算短
信・四半期決算短信に監
査及び四半期レビューが
不要であることの明確
化）（平成29年２月22日
付け（ホームページ掲載
日は２月27日）、日本公認
会計士協会）

①　監査基準の改訂に関
する意見書（平成22年３
月26日、企業会計審議
会）

→本誌22.5.10･20（No.1248）
付録・解説
②　連結財務諸表の用語、
様式及び作成方法に関す
る規則

→本誌22.11.1（No.1263）付録、
　本誌22.11.10（No.1264）解説
③　財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する
規則

→②に同じ
④　関連するガイドライン
→②に同じ
⑤　比較情報の取扱いに
関する研究報告（中間報
告）（会計制度委員会研
究報告14号）

繰延税金資産の回収可
能性に関する適用指針（企
業会計基準適用指針26
号）
→本誌28.2.10（No.1437）解説、
本誌28.2.20（No.1438）解説、
本誌28.3.20（No.1441）解説

平成28年１月19日、日本
公認会計士協会は、次の監
査委員会報告等について廃
止することを公表した。
これは、企業会計基準委
員会から回収可能性適用指
針が公表されたことを受け
た対応である。

所も同様）。

回収可能性適用指針の適用により、会計基準
等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う
項目に注意が必要である。

税効果会計に適用する税率は、決算日において公布され
ている法人税法等に規定されている税率ではなく、決算日に
おいて国会で成立している法人税法等に規定されている税
率である（５項、17項）。
地方税法等に関する取扱いも示している。

平成28年度税制改正において、平成28年４月１日以後に
取得する建物附属設備および構築物の法人税法上の減価
償却方法について定率法が廃止され、定額法のみとなる見
直しが行われたことに対応して、「平成28年度税制改正に係
る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対
応報告32号。以下、「減価償却報告」という）公表された。

【会計方針の変更に関する取扱い】
会計方針の変更に関する取扱いとして次の事項が規定さ

れている（減価償却報告２項、３項、17項、18項。以下、アン
ダーラインは筆者が記入）。
①　従来、法人税法に規定する普通償却限度相当額を減
価償却費として処理している企業において、建物附属設
備、構築物またはその両方に係る減価償却方法について
定率法を採用している場合、平成28年４月１日以後に取
得する当該すべての資産に係る減価償却方法を定額法に
変更するときは、法令等の改正に準じたものとし、会計基
準等の改正に伴う会計方針の変更（「会計上の変更及び
誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準24号。以
下、「過年度遡及会計基準」という）５項⑴）として取り扱
う。
②　①の会計方針の変更以外の減価償却方法の変更につ
いては、正当な理由に基づき自発的に行う会計方針の変
更（過年度遡及会計基準５項⑵）として取り扱う。

③　①の取扱いは、平成28年度税制改正に合わせて会計
方針を変更する場合に適用されるものであることから、平
成28年４月１日以後、建物附属設備または構築物を取得
したかどうかにかかわらず、当該税制改正に合わせて減価
償却方法を定額法に変更する場合、法令等の改正に準じ
たものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更と
して取り扱うことを意図している。

減価償却報告は、取り扱う範囲を平成28年度税制改正
に係る減価償却方法の改正に限定して緊急に対応したもの
であり、今回に限られたものである（減価償却報告16項）。

【開示】
減価償却報告２項に従って会計基準等の改正に伴う会

計方針の変更として取り扱う場合、過年度遡及会計基準10
項、19項および20項の定めにかかわらず、次の事項を注記
する（減価償却報告４項、18項）。
①　会計方針の変更の内容として、法人税法の改正に伴
い、減価償却報告を適用し、平成28年４月１日以後に取
得する建物附属設備、構築物またはその両方に係る減価
償却方法を定率法から定額法に変更している旨

②　会計方針の変更による当期への影響額

減価償却報告４項⑵に定める会計方針の変更による当
期への影響額は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更
と区別することが困難な場合の注記と同様の内容を求める
ことを意図しているため、１株当たり情報に与える影響は記
載を要しない（「実務対応報告公開草案第46号「平成28年
度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の
取扱い（案）」の主なコメントの概要とそれらに対する対応」
10）。

重要な会計方針における減価償却の方法の記載につい
ても注意する。

リスク分担型企業年金に関する会計処理および開示に適
用する（２項）。
①　リスク分担型企業年金は、確定給付企業年金法（平成
13年法律50号）に基づいて実施される企業年金のうち、

確定給付企業年金法施行規則（平成14年厚生労働省令22
号）１条３号に規定する企業年金である（２項）。

②　給付額の算定に関して、確定給付企業年金法施行規則25
条の２に規定される調整率（積立金の額、掛金額の予想額の
現価、通常予測給付額の現価および財政悪化リスク相当額
（通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応
する額）に応じて定まる数値）が規約に定められる（２項、16
項）。

【会計処理】
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準26号。以下、

「退職給付会計基準」という）４項に定める確定拠出制度に分類
されるリスク分担型企業年金の会計処理および退職給付制度
間の移行に関する取扱いは次のとおりである。
①　規約に基づきあらかじめ定められた各期の掛金の金額（実
務対応報告33号10項⑶に基づき未払金等として計上した
特別掛金相当額を除く）を、各期において費用として処理する
（７項）。
②　退職給付会計基準５項に定める確定給付制度に分類され
る退職給付制度から退職給付会計基準４項に定める確定拠
出制度に分類されるリスク分担型企業年金に移行する場合、
退職給付制度の終了に該当する（９項。具体的な会計処理は
10項に規定）。

【開示】
退職給付会計基準４項に定める確定拠出制度に分類される

リスク分担型企業年金については、退職給付会計基準32―２
項に定められている注記事項として、次の事項を記載する。
①　企業の採用するリスク分担型企業年金の概要
②　退職給付会計基準４項に定める確定拠出制度に分類され
るリスク分担型企業年金に係る退職給付費用の額
③　翌期以降に拠出することが要求されるリスク対応掛金相当
額および当該リスク対応掛金相当額の拠出に関する残存年
数

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準（案）」（企
業会計基準公開草案59号）を公表し、意見募集を行っていた。
「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」

（監査・保証実務委員会実務指針63号）などを基本的に踏襲し
ており、実質的な内容の変更は意図していない。

【範囲】
次の事項に適用する。

①　わが国の法令に従い納付する税金のうち法人税、地方法
人税、住民税および事業税に関する会計処理および開示

②　わが国の法令に従い納付する税金のうち受取利息および
受取配当金等に課される源泉所得税に関する開示

③　外国の法令に従い納付する税金のうち外国法人税に関す
る開示

【会計処理】
次のように会計処理する。

①　当事業年度の所得等に対する法人税、住民税および事業
税等は、法令に従い算定した額（税務上の欠損金の繰戻しに
より還付を請求する法人税額および地方法人税額を含む）を
損益に計上する。

②　「所得等に対する法人税、住民税および事業税等」には、所
得に対する法人税、地方法人税、住民税および事業税（所得
割）のほかに、住民税（均等割）および事業税（付加価値割お
よび資本割）を含む。

次のものを公表し、意見募集を行っていた。
①　「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に
関する当面の取扱い（案）」（実務対応報告18号の改正案）

②　「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い
（案）」（実務対応報告24号の改正案）

公開草案は、「在外子会社の財務諸表（国際財務報告基準ま
たは米国会計基準）」だけでなく、「国内子会社」が指定国際会

個別財務諸表（「比較情報」）につい
て49項⑶①から③に該当する定めを
当該年度の期首に遡って適用する。

③　回収可能性適用指針の適用初年
度の期首においては、次の定めを適
用することにより、これまでの会計処
理と異なることとなる場合には、会計
基準等の改正に伴う会計方針の変
更として取り扱う。

⒜　（分類２）に該当する企業におい
て、スケジューリング不能な将来減
算一時差異に係る繰延税金資産に
ついて回収できることを「企業が合
理的な根拠をもって説明する場合」
には回収可能性があるとする取扱
い（21項ただし書き参照） 
⒝　（分類３）に該当する企業におい
て、おおむね５年を明らかに超える
見積可能期間においてスケジュー
リングされた一時差異等に係る繰
延税金資産が回収可能であること
を「企業が合理的な根拠をもって
説明する場合」には回収可能性が
あるとする取扱い（24項参照）
⒞　（分類４）の要件に該当する企業
であっても、将来において５年超に
わたり一時差異等加減算前課税所
得が安定的に生じることを「企業が
合理的な根拠をもって説明する場
合」には（分類２）に該当するものと
する取扱い（28項参照）

④　回収可能性適用指針の適用初年
度においては、当該年度の期首時点
で新たな会計方針を適用した場合の
繰延税金資産および繰延税金負債
の額と、前年度末の繰延税金資産お
よび繰延税金負債の額との差額を、
適用初年度の期首の利益剰余金に
加減する。

　　ただし、資産または負債の評価替
えにより生じた評価差額等をその他
の包括利益で認識したうえで純資産
の部のその他の包括利益累計額に
計上する場合または直接純資産の部
の評価・換算差額等に計上する場
合、適用初年度の期首時点で新たな
会計方針を適用したときの繰延税金
資産および繰延税金負債の額と、前
年度末の繰延税金資産および繰延
税金負債の額との差額を、適用初年
度の期首のその他の包括利益累計
額または評価・換算差額等に加減す
る。
⑤　回収可能性適用指針の適用初年
度においては、会計基準等の改正に
伴う会計方針の変更による影響額の
注記について、「会計上の変更及び誤
謬の訂正に関する会計基準」（企業
会計基準24号）10項⑸ただし書き
の定めにかかわらず、適用初年度の
期首の繰延税金資産に対する影響
額、利益剰余金に対する影響額、およ
びその他の包括利益累計額または評
価・換算差額等に対する影響額を注
記する。

①　繰延税金資産の回収
可能性の判断に関する監
査上の取扱い（監査委員
会報告66号）
②　その他有価証券の評
価差額及び固定資産の
減損損失に係る税効果
会計の適用における監査
上の取扱い（監査委員会
報告70号）
③　投資事業組合への出
資及び土地再評価差額
金に係る繰延税金に関す
る監査上の留意事項につ
いて（リサーチ・センター
審理情報〔№23〕）

平成28年3月25日、日本
公認会計士協会は、回収可
能性適用指針および「税効
果会計に適用する税率に関
する適用指針」（企業会計
基準適用指針27号）を受け
て、次の実務指針等の改正
を公表した。
①　連結財務諸表における
税効果会計に関する実
務指針（会計制度委員会
報告６号）
②　個別財務諸表における
税効果会計に関する実
務指針（会計制度委員会
報告10号）
③　中間財務諸表等にお
ける税効果会計に関する
実務指針（会計制度委員
会報告11号）
④　金融商品会計に関す
る実務指針（会計制度委
員会報告14号）
⑤　税効果会計に関するＱ
＆Ａ
⑥　土地再評価差額金の
会計処理に関するＱ＆Ａ

平成28年３月31日以後
終了する連結会計年度およ
び事業年度の年度末に係
る連結財務諸表および個
別財務諸表から適用する。

公表日（平成28年6月
17日）以後最初に終了する
事業年度のみに適用する。
ただし、平成28年４月１

日以後最初に終了する事業
年度が減価償却報告の公
表日前に終了している場合
には、当該事業年度に減価
償却報告を適用できる。

平成29年１月１日以後
適用する。

税効果会計に適用する税
率に関する適用指針（企業
会計基準適用指針27号）
→本誌28.3.20（No.1441）解説、
本誌28.5.1（No.1445）解説

平成28年度税制改正に
係る減価償却方法の変更に
関する実務上の取扱い（実
務対応報告32号）
→本誌28.8.1（No.1453）解説

①　リスク分担型企業年金
の会計処理等に関する実
務上の取扱い（実務対応
報告33号）

→本誌29.2.10（No.1470）解説
②　退職給付に関する会
計基準（企業会計基準
26号）

→①に同じ
③　退職給付制度間の移
行等に関する会計処理
（企業会計基準適用指針
１号）
→①に同じ
④　財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関す
る規則等の一部を改正
する内閣府令（平成28
年12月27日、内閣府令
66号）
⑤　財務諸表等規則ガイ
ドラインおよび連結財務
諸表規則ガイドラインの
改正

法人税、住民税及び事業
税等に関する会計基準
（案）（企業会計基準公開
草案59号）
→本誌29.1.1（No.1467）解説

①　連結財務諸表作成に
おける在外子会社等の
会計処理に関する当面
の取扱い（案）（実務対応
報告18号の改正案）
②　持分法適用関連会社
の会計処理に関する当
面の取扱い（案）（実務対

公表日以後適用する。
本会計基準の適用につ

いては、会計基準等の改
正に伴う会計方針の変更
に該当しないものとして取
り扱う。
本会計基準の公表に伴

い、「法人事業税における
外形標準課税部分の損益
計算書上の表示について
の実務上の取扱い」（実務
対応報告12号）は廃止す
る。

改正実務対応報告は、
平成29年４月１日以後開
始する連結会計年度の期
首から適用する。
ただし、改正実務対応

報告の公表日以後、適用
できる。
改正実務対応報告の

計基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引
法に基づく有価証券報告書を開示している場合も、「連結
財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当
面の取扱い」（実務対応報告18号）の対象範囲に含めよう
とするものである。
公開草案どおりに改正された場合、「連結財務諸表作成

における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」
（改正実務対応報告18号）は、「当面の取扱い」として、次の
２つのケースを規定することになる。

①　在外子会社の財務諸表が国際財務報告基準または
米国会計基準に準拠して作成されている場合

②　国内子会社が指定国際会計基準または修正国際基
準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引
法に基づく有価証券報告書により開示している場合

持分法適用関連会社については、「持分法適用関連会社
の会計処理に関する当面の取扱い（案）」による。

「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等
に関する実務上の取扱い（案）」（実務対応報告公開草案
48号）を公表し、意見募集を行っていた。
平成23年に「民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律」（平成11年法律117号）が改正
され、公共施設等運営権制度が新たに導入されたことによ
る。
公共施設等運営権の取得時の会計処理、更新投資に関

する会計処理などが提案されている。
「公共施設等運営事業に関する注記」などに関して、財
務諸表等規則などの改正案が公表され、意見募集されてい
る。

「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等
の計算における割引率に関する当面の取扱い（案）」（実務
対応報告公開草案51号）を公表し、意見募集を行ってい
る。
退職給付債務、勤務費用および利息費用の計算におい

て、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期
間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、次の
いずれかの方法による（２項）。
①　利回りの下限としてゼロを利用する方法
②　マイナスの利回りをそのまま利用する方法

マイナス金利に関連する会計上の論点には、退職給付債
務の計算における割引率および金利スワップの特例処理以
外に、たとえば、資産除去債務に係る割引率、債務に関して
マイナスの金利を受け取った場合の表示、金融商品の時価
等の開示における時価の算定の取扱い等がある。
これらについては、平成28年３月に議論を行っていない

ものの、実際に実務において解釈上の重要な問題が生じて
いる、ないし混乱が生じているとの意見は特段聞かれてい
ないとし、「これらの論点については特段の対応は不要であ
ると考えられるがどうか」と、第349回企業会計基準委員
会の審議事項⑸の20項および21項に記載されている。

「年金資産に対する監査手続に関する研究報告」では、
次の論点を扱っている。
①　年金資産の消失事案を踏まえ、退職給付会計におけ
る年金資産の実在性や評価の妥当性について十分かつ
適切な監査証拠を得るために、企業年金の運用対象資
産や運用のしくみ・特徴等についての調査・研究

②　①を受けて、より深度ある監査手続を実施すべき範囲
を特定し、望ましい監査アプローチや監査手続について
の調査・研究

③　退職給付会計基準および「退職給付に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針25号）により求
められる年金資産の内訳開示に対応した監査手続や残
高確認書様式に関する調査・研究

応報告24号の改正案）

①　公共施設等運営事業にお
ける運営権者の会計処理等
に関する実務上の取扱い
（案）（実務対応報告公開草
案48号）
②　財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則
等の一部を改正する内閣府
令（案）（平成29年２月６日、
金融庁）

債券の利回りがマイナスとな
る場合の退職給付債務等の計
算における割引率に関する当
面の取扱い（案）（実務対応報
告公開草案51号）
→本誌29.3.10（No.1473）解説

年金資産に対する監査手続
に関する研究報告（監査・保証
実務委員会研究報告26号）

①　監査基準の改訂及び監査に
おける不正リスク対応基準の設
定に関する意見書（平成25年
３月26日、企業会計審議会）
→本誌25.4.20（No.1345）付録、
　本誌25.5.1（No.1346）解説、
　本誌25.8.1（No.1354）解説
②　監査基準委員会報告書240
「財務諸表監査における不正」
など
→本誌25.8.1（No.1354）解説
③　平成27年度品質管理委員
会年次報告書（平成28年６月
24日（ホームページ掲載日）、
日本公認会計士協会）
④　監査事務所検査結果事例集
（平成28年７月29日、公認会
計士・監査審査会）
⑤　会長声明「公認会計士監査
の信頼回復に向けて」（平成27
年12月22日、日本公認会計士
協会）
⑥　監査提言集（特別版）「財務
諸表監査における不正への対
応～不正による重要な虚偽表
示を見逃さないために～」（平
成28年１月27日、日本公認会
計士協会）
⑦　会長通牒平成28年第１号
「公認会計士監査の信頼回復
に向けた監査業務への取組」
（平成28年１月27日、日本公認
会計士協会）
⑧　監査基準委員会研究報告第
１号「監査ツール」の改正につ
いて（平成28年６月14日）

適用初年度の前から国内
子会社が指定国際会計基
準または修正国際基準に
準拠した連結財務諸表を
作成して金融商品取引法
に基づく有価証券報告書
により開示している場合に
おいて、当該適用初年度に
「連結決算手続における在
外子会社等の会計処理の
統一」の当面の取扱いを適
用するときは、会計基準等
の改正に伴う会計方針の
変更として取り扱う。

本実務対応報告は、公
表日以後適用する。

平成29年３月31日に終
了する事業年度から平成
30年３月30日に終了する
事業年度まで適用する。

―

改訂監査基準は、平成
26年３月決算に係る財務
諸表の監査から実施する。
不正リスク対応基準は、

平成26年３月決算に係る
財務諸表の監査から実施
する。

研究報告の「Ⅳ　本研究報告の対象範囲」の記載
がポイントになると考えられる。
また、研究報告の「Ⅵ　年金資産の内訳開示に係

る監査手続」の２⑴②において次の記載があるので、
注意が必要である（アンダーラインは筆者が記入）。

②　年金資産の内訳開示に関する方針に係る監
査人の理解
年金資産の運用内容の理解を踏まえて、経営

者の採用する年金資産の内訳開示に関する方針
を監査人は理解する。適用指針第25号では、「株
式、債券などの種類ごとの割合又は金額」の開示
が要求されている。しかし、実際には、株式、債券
といった伝統的な資産運用だけではなく、様々な
運用対象が想定される。そのため、例えば、生命
保険会社の一般勘定や各種ファンドを有してい
る場合、株式や債券などに細分化して記載した
り、重要性がある場合に「その他」区分に含めたり
するのではなく、当該運用内容が分かる名称や
「共同運用資産」その他の適当な名称を付して区
分記載する方針が採用される場合も考えられる。
また、重要性のある非上場株式を有している場合
に、区分記載する方針が採用されるケースも考え
られる。
したがって、各企業の実情等や当該開示が拡
充された背景（会計基準第26号第77項参照）に
も鑑みつつ、監査人は以下のような項目に留意
し、経営者の採用した開示方針を理解することが
考えられる。

〈不正リスク対応〉
「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対
応基準の設定に関する意見書」が公表されている。
改訂監査基準では、監査役等との連携が明記され

ている。

〈平成27年度品質管理委員会年次報告書〉
日本公認会計士協会が監査法人または公認会計

士に対して行う監査の品質管理の状況をレビューす
る制度について述べている。
前述のとおり、固定資産の減損会計、繰延税金資

産の回収可能性などの会計上の見積りの監査に関す
る改善勧告事項が述べられている。

〈監査事務所検査結果事例集〉
今回の事例集の特徴は次のとおりである。

①　「Ⅰ．根本原因の究明」および「Ⅱ．品質管理編」に
おいて、大手監査法人と中小監査事務所に区分し
て記載

②　「Ⅲ．個別監査業務編」において、指摘事例につい
て、監査手続の不備の重要性等が一層理解できる
よう、被監査会社を巡る事業環境、監査状況など
事例の背景を可能な範囲で記載するとともに、監
査品質の向上に資するものという観点で事例を見
直し

前述のとおり、関連当事者との取引、繰延税金資産
の回収可能性、固定資産の減損会計など会計上の見
積りに関する指摘が多く、特に、経営者の作成した事
業計画の合理性の評価に関する監査について、多く
の指摘がなされている。

〈監査提言集（特別版）〉
監査提言集（特別版）は、不正による重要な虚偽表

示を見逃さないために監査人が留意すべき事項につ
いて、あらためて注意喚起するために発行したもので

ある。
ただし、提言集は監査実務指針を構成するものではない

と述べられている。
たとえば、次の事項を述べている。

①　期末日近くに発生した関係会社間取引および巨額の
収益計上や、被監査会社との関係が不明な相手先への
多額な投融資などの取引は、経済的合理性や事業上の
合理性を検討し、取引が「なぜ生じたのか」という観点か
らの検討が必要であること。
②　経営者とのディスカッションを意味のあるものとする
には、監査人が企業および企業環境・ビジネスを十分に
理解することが重要であること。

③　経営者の偏向を評価するためには、過年度の財務諸
表に反映された経営者の仮定および判断に対して、遡及
的に検討する必要があること。

〈会長通牒〉
会長通牒は、昨今の度重なる会計不祥事は監査の信頼

を揺るがすものであり、公認会計士監査の信頼回復のため
に、特に留意する事項を示し、真摯に監査業務に取り組む
ことを強く要請している。
たとえば、次の事項を述べている。

①　リスクに対応した実証手続を実施する際には、被監査
会社の説明を鵜呑みにすることなく、説明の裏づけとな
る適切な監査証拠を入手すること。
②　会計上の見積りの監査にあたっては、経営者が会計
上の見積りを行った方法とその基礎データの検討にお
いて、被監査会社の説明を鵜呑みにすることなく、収集し
た情報や監査チーム内に蓄積された知識に照らして批
判的に検討する姿勢を保持する必要があること。

③　見積りの裏づけとなる適切な監査証拠を入手し妥当
性を検討するとともに、各見積項目について、過年度の
見積りと確定値または当年度の再見積額の比較を遡及
して検証する必要があること。

企業会計審議会は「監査基準の改訂に関する意見書」
を公表している。
改訂監査基準は、特定の利用者のニーズを満たすべく特

別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成され
た財務諸表に対して、「監査」という形で信頼性の担保を求
める要請に応えたものであり、従来の適正性に関する意見
の表明の形式に加えて、準拠性に関する意見の表明の形
式を監査基準に導入するものである。
これに合わせて、監査基準委員会報告書の改正などが
行われている。

「監査品質の枠組み」（監査基準委員会研究報告４号）
が公表されている。
これは、国際監査・保証基準審議会（IAASB）において公
表された“A Framework for Audit Quality”をもとに、わ
が国において監査品質に影響を及ぼす要因を加味して体
系的に取りまとめたものである。
会社法施行規則やコーポレートガバナンス・コードにお

いて、監査人に関する規定が設けられていることから、事業
会社においても、本研究報告は有用な内容であると考えら
れる。
研究報告は、監査品質に影響を及ぼす要因について述

改訂監査基準は、平成
27年４月１日以後に開
始する事業年度または会
計期間に係る監査から
適用する。
ただし、平成26年４月

１日以後に発行する監査
報告書から適用できる。

―

①　監査基準の改訂に関する意
見書（平成26年２月18日、企
業会計審議会）
→本誌26.3.20（No.1375）付録、
本誌26.4.20（No.1378）解説
②　監査基準委員会報告書
800「特別目的の財務報告の
枠組みに準拠して作成された
財務諸表に対する監査」
→本誌26.6.1（No.1381）解説
③　監査基準委員会報告書
805「個別の財務表又は財務
諸表項目等に対する監査」
→②に同じ
④　監査基準委員会報告書
800及び805に係るＱ＆Ａ
（監査基準委員会研究報告３
号）
→②に同じ
⑤　監査事務所における品質管
理（品質管理基準委員会報告
書１号）　ほか

監査品質の枠組み（監査基準
委員会研究報告４号）
→本誌27.5.1（No.1412）解説

べており、インプット、プロセスおよびアウトプットの各
要因を、主体別に、監査業務レベル、監査事務所レベ
ルおよび国レベルの３階層に体系化し、それぞれの要
因を具体的な項目に展開している。

工事契約については、「工事契約に関する会計基
準」（企業会計基準15号）および「工事契約に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針18号）が
適用されている。
「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」

（監査・保証実務委員会実務指針91号）は、その適用
に際して、一般的に会計上の見積りの不確実性の程度
が大きく、会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リ
スクが高くなることがあることや、「原価の付替え」を用
いて決算日における工事進捗度の調整を通じた工事
収益の操作などの不正が行われる可能性があることに
ついて述べている。
監査・保証実務委員会実務指針ではあるが、工事進

行基準の適用に関する具体的な問題が述べられてい
るので、事業会社においても参考になるものと考えられ
る。

これは、国際監査・保証基準審議会（IAASB）が公
表している国際レビュー業務基準（ISRE）2400「財務
諸表のレビュー業務」を参考に、わが国の財務諸表に
対するレビュー（限定的保証業務）に関する実務上の
指針を整備するものである。

国際監査基準において整備されている要約財務諸
表に関する報告業務について、わが国の実務上の指針
として整備し適用するためのものである。
監査基準委員会報告書810および保証業務実務指

針2400「財務諸表のレビュー業務」の公表に伴って、
監査基準委員会報告書（序）「監査基準委員会報告書
の体系及び用語」について一部改正が行われている。

監査事務所が実施する合意された手続業務に関す
る実務上の指針を提供するものである。
合意された手続に関する業務実施者の報告は、手

続実施結果を事実に則して報告するだけであり、業務
実施者の報告は、手続実施結果から導かれる結論の
報告も、保証の提供もしない。「合意された手続業務」
と「保証業務」は、その性質が異なる（実務指針５項、６
項）。

平成27年４月１日以後
開始する事業年度に係る
監査および同日以後開始
する中間会計期間に係る
中間監査から適用する。

平成29年１月１日以後
に契約するレビュー業務
から適用する。
ただし、本実務指針の

すべての要求事項が適用
可能である場合には、平
成28年１月26日以後に
契約するレビュー業務か
ら適用できる。

平成29年１月１日以後
契約する報告業務から適
用する。
ただし、本報告書のす

べての要求事項が適用可
能である場合には、平成
28年１月26日以後に契
約する報告業務から適用
できる。

実務指針は、平成30年
４月１日以降に発行する
合意された手続実施結果
報告書に適用する。
ただし、実務指針の３

項、４項およびすべての要
求事項が適用可能である
場合には、平成28年10月
１日以降に発行する合意
された手続実施結果報告
書から適用することを妨
げない。

①　工事進行基準等の適用に関す
る監査上の取扱い（監査・保証実
務委員会実務指針91号）
→本誌27.7.10（No.1418）解説、
　本誌28.3.20（No.1441）解説
②　業種別委員会報告第27号「建
設業における工事進行基準の適
用に係る監査上の留意事項」の
廃止について（平成27年４月30
日）

①　保証業務実務指針2400「財
務諸表のレビュー業務」（平成28
年１月26日、日本公認会計士協
会）
②　保証業務実務指針2400に係
るQ&A（監査基準委員会研究報
告５号。平成28年１月26日）

①　監査基準委員会報告書810
「要約財務諸表に関する報告業
務」（平成28年１月26日）
②　監査基準委員会報告書（序）
「監査基準委員会報告書の体系
及び用語」の一部改正（平成28
年１月26日）

①　専門業務実務指針4400「合
意された手続業務に関する実務
指針」（平成28年４月27日、日本
公認会計士協会）
②　専門業務実務指針4400「合
意された手続業務に関する実務
指針」に係るＱ＆Ａ（監査・保証実
務委員会研究報告29号。平成
28年７月25日）

有価証券届出書（第二号様式）

３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】（32）

（記載上の注意）
（32）　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
ａ　最近日現在において連結会社（連結財務諸表を作成し
ていない場合には提出会社。以下（32）において同じ。）が経
営方針・経営戦略等を定めている場合には、当該経営方
針・経営戦略等の内容を記載すること。また、経営上の目
標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある
場合には、その内容について記載すること。

ｂ　最近日現在における連結会社の経営環境並びに事業
上及び財務上の対処すべき課題について、その内容、対
処方針等を具体的に記載すること。
なお、基本方針を定めている会社については、会社法

施行規則（平成18年法務省令第12号）第118条第３号
に掲げる事項を記載すること。

ｃ　将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届
出書提出日現在において判断したものである旨を記載す
ること。

なお、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令」（平成28年４月１日、内閣府令35号）によ
り、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、「企業
内容等の開示に関する内閣府令」21条２項の市町村につい
て改正されている。

平成28年３月期以降における有価証券報告書レビューで
は、次の事項が重点テーマ審査とされた。
①　工事契約に関する会計処理・開示
②　棚卸資産に関する会計処理・開示
③　包括利益計算書
④　１株当たり情報

有価証券報告書レビューに関して、財務局等からの質問状
には、次の観点も反映しているとのことである。

・法令や会計基準への形式的な準拠性のみでなく、投資者
にとって十分に明瞭で理解し得る記載となっているか
・重点テーマ以外の関連する事項について、確認すべき点
はないか
・有価証券報告書以外の開示書類（四半期報告書、内部統
制報告書等）への影響はないか

従来から、次の事項などが指摘されているので、有価証券
報告書の作成に際して注意する。
【退職給付】
「退職給付」に関して、「年金資産の主な内訳」において、内
訳を具体的に記載しないで「その他」に含めることによって
「その他」の割合が過大となっている事例や、「オルタナティ
ブ」として記載している資産に性質やリスクの異なる重要な
資産を含んでいるにもかかわらず、その旨の説明を行っていな
い事例が指摘されている。

【固定資産の減損会計】
固定資産の減損に係る会計処理に関して、減損損失を認

識するかどうかの判定に際して用いる将来キャッシュ・フロー
の見積りにおいて、将来の大幅な損益改善を見込んでいるも
のの、その根拠が十分に説明されない事例が指摘されてい
る。

【金融商品の時価開示】
金融商品の会計処理および開示に関して、為替予約取引

等の時価として、為替予約等により生じる債権または債務の
時価ではなく、為替予約等の契約額の評価額を記載している
事例が指摘されている。デリバティブ取引に関する注記にお
いて、デリバティブ取引の時価は、取引により生じる債権また

示を早期化するためサマリー情報ならびに経営成績・
財政状態の概況および今後の見通しを先行して開示す
るときは、準備が整い次第ただちに連結財務諸表および
主な注記を開示することとされている。
「「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度
の向上について」に寄せられたパブリック・コメントの結
果について」が公表されており、実務の参考になると考
えられる。

「決算短信・四半期決算短信作成要領等（2017年２
月版）」の41頁に次の規定が設けられている。

〔会計基準の選択に関する基本的な考え方〕
・会計基準の選択に関する基本的な考え方を記載し
てください。
・例えば、IFRSの適用を検討しているか（その検討状
況、適用予定時期）などを記載することが考えられま
す。

連結財務諸表等について、比較情報の作成が規定さ
れている。

（比較情報の作成）
連結財務諸表規則８条の３
当連結会計年度に係る連結財務諸表は、当該連結

財務諸表の一部を構成するものとして比較情報（当連
結会計年度に係る連結財務諸表（連結附属明細表を
除く。）に記載された事項に対応する前連結会計年度
に係る事項をいう。）を含めて作成しなければならな
い。

連結財務諸表規則ガイドライン８の３
規則第８条の３に規定する比較情報に関しては、以

下の点に留意する。
１　当連結会計年度に係る連結財務諸表において記
載されたすべての数値について、原則として、対応す
る前連結会計年度に係る数値を含めなければなら
ない。

２　当連結会計年度に係る連結財務諸表の理解に資
すると認められる場合には、前連結会計年度に係る
定性的な情報を含めなければならない。

比較情報の開示に関する基本的な考え方は、当事業
年度に係る財務諸表の開示が基礎になるものと考えら
れる。ただし、比較情報の開示の要否については、財務
諸表利用者の意思決定に資するものかどうか、企業の
業績等に関する適正な判断のために必要と考えられる
事項かどうかについて、慎重に判断する必要があると考
えられる。

回収可能性適用指針は、平成28年３月28日に改正
されているので、注意が必要である。
回収可能性適用指針は「繰延税金資産の回収可能

性の判断に関する監査上の取扱い」（監査委員会報告
66号）における企業の分類に応じた取扱いの枠組みを
基本的に踏襲しており、収益力に基づく一時差異等加
減算前課税所得等に基づいて繰延税金資産の回収可
能性を判断する際に、要件に基づき企業を（分類１）か
ら（分類５）に分類し、当該分類に応じて、回収が見込ま
れる繰延税金資産の計上額を決定する（15項、16項、
63項）。

公開草案では「合理的に説明できる場合」の表現が
用いられていたが、確定した回収可能性適用指針は「企
業が合理的な根拠をもって説明する場合」の表現を用
いている（77項～79項。回収可能性適用指針の他の箇

主な内容 適用時期 関連資料

〈会社法関係〉

〈金商法関係〉

平成29年3月
決算関連資料一覧

公認会計士

阿部　光成

恒例企画

本稿は、平成29年３月期に係る主な会計処理・監査関係
の関連資料を一覧形式でまとめたものである。本稿は、決算
期変更などの特段の状況にはない平成29年３月期決算会
社を想定して記載している。
平成29年３月期決算においては、たとえば、「繰延税金資

産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指
針26号。以下、「回収可能性適用指針」という）が適用される
ことになる。ただし、「修正国際基準（国際会計基準と企業会
計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計

基準）」は本表に含めていない。
表中の公開草案は、本稿の執筆時点（平成29年２月28
日）においてのものであり、今後の確定に留意していただき
たい。
実務の便宜のため、関連資料に関して本誌で解説された
掲載号をあわせて示している。
文中意見にわたる部分については私見であることをあら
かじめ申し添える。

主な決算関連資料一覧

事業報告・
計算書類

有価証券
報告書関係

事業報告および計算書類の作成に際して次のことに注
意する。
①　会社法施行規則
事業報告において、社外取締役を置くことが相当でない

理由を記載すること、各会計監査人の報酬等について監
査役会が同意した理由を記載すること、特定完全子会社
に関する事項、親会社等との間の取引に関する事項など
に注意する。

②　会社計算規則
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注

記（会計方針の変更に関する注記、退職給付引当金の計
上基準など）および附属明細書について、会社計算規則に
従って作成する（連結計算書類も同様）。

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」
報告において、決算短信の記載内容とされている「経営方
針」について、決算短信ではなく有価証券報告書において
開示すべきとされたため、以下のように、【対処すべき課
題】から【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】へ
と改正されている（有価証券報告書（第三号様式）は有価
証券届出書（第二号様式）記載上の注意（32）に準じて記載
する（第三号様式記載上の注意（12）））。

①　会社法
→本誌26.8.10（No.1388）解説、
本誌26.8.20・9.1（No.1389）
解説、本誌27.4.1（No.1409）
解説、本誌27.4.10（No.1410）
解説、本誌27.4.20（No.1411）
解説、本誌27.5.1（No.1412）
解説
②　会社法施行規則
→本誌27.3.20（No.1408）解説
③　会社計算規則
④　会社法施行規則及び
会社計算規則による株式
会社の各種書類のひな型
（改訂版）（2016年3月9
日、一般社団法人日本経
済団体連合会　経済法
規委員会企画部会）

→本誌28.4.10（No.1443）解説
⑤　計算書類に係る附属明
細書のひな型（会計制度
委員会研究報告９号）

①　企業内容等の開示に
関する内閣府令
②　企業内容等の開示に
関する留意事項について
③　企業内容等の開示に
関する内閣府令等の一部
を改正する内閣府令（平
成28年４月１日、内閣府
令35号）

―

平成29年内閣府令２号は、
公布の日（平成29年２月14
日）から施行する。
改正事項のうち有価証券報

告書の記載内容に「経営方針」
を追加する部分については、平
成29年３月31日以後に終了す
る事業年度に係る有価証券報
告書および同事業年度を最近

事業年度とする有価証券届
出書から適用する。

―

④　企業内容等の開示に
関する内閣府令及び特
定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令
の一部を改正する内閣
府令（平成29年２月14
日、内閣府令２号）

有価証券報告書レビュ
ーの実施について（平成
28年３月期以降）（平成
28年３月25日、金融庁）

は債務の時価を記載することとなっており、為替予約取引等の時価
として記載すべき金額は、為替予約等の契約額の評価額ではない
（連結財務諸表規則２三十四、15の７、財務諸表等規則８◯41、８の
８）。

平成28年７月29日、公認会計士・監査審査会は平成28年版の
「監査事務所検査結果事例集」を公表している。
事例集は、公認会計士・監査審査会が行う監査事務所の検査で

確認された指摘事例等を取りまとめたものであり、基本的に、監査
事務所に関する内容であるが、一般事業会社における会計処理等
においても参考になると考えられる。

【会計上の見積りの監査】
会計上の見積りの監査については、継続して不備が頻出してい

るとのことである。
たとえば、①事業計画について、その内容と企業環境との整合性

の検討、過去実績との比較、収益拡大や経費削減という計画に織
り込まれた具体的な方策の確認などにより慎重に検討するという
留意点、②経営者の仮定について、経営者が策定した過去の事業
計画の仮定や一般的な経済環境との整合性等を確認しておらず、
経営者へのヒアリングのみを行って定性的に評価するにとどまり、
監査チームが、職業的専門家として批判的な観点から十分かつ適
切に検討していない事例などが指摘されている。

【関連当事者取引】
①関連当事者取引の取引条件の開示にあたり、独立第三者間取

引と同等の取引条件で実行されている旨を記載しているが、取引条
件を十分に検討していない事例、②被監査会社および子会社が保
有する上場株式を、被監査会社グループの事業と直接関係のない
関連当事者である大株主へ売却した取引など、事業上の合理性に
ついて疑義のある事例などが指摘されている。

そのほか、繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損会計、
のれんの評価、関係会社有価証券（株式）の評価などについて、多く
の事項が指摘されている。

平成28年６月24日（ホームページ掲載日）、日本公認会計士協
会は、「平成27年度品質管理委員会年次報告書」を公表している。
年次報告書は、監査法人または公認会計士が行う監査の品質

管理の状況をレビューする制度（品質管理レビュー制度）に基づく
ものであり、基本的な対象は、監査法人または公認会計士である
が、一般事業会社における会計処理等においても参考になると考
えられる。

【会計上の見積りの監査】
会計上の見積りの監査に関して、①経営者が会計上の見積りを

行った方法とその基礎データを批判的に検討していない、②前年
度の財務諸表に計上されている会計上の見積りの確定額または該
当する場合には再見積額について検討していないという指摘があ
る。

【固定資産の減損会計】
固定資産の減損の監査において、①「経営環境の著しい悪化」

等、「営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマ
イナス」という事象以外の減損の兆候の有無を検討していない事
例、②将来キャッシュ・フローの見積期間全体にわたって営業活動
から生ずるキャッシュ・フローの水準が継続するとした経営者の仮
定の合理性および実現可能性を検討していない事例などの指摘が
ある。

【繰延税金資産の回収可能性】
将来年度の課税所得の見積額の算定根拠とした事業計画の合

理性および実現可能性を検討していない事例などの指摘がある。

決算短信・四半期決算短信の様式について、使用強制をとりや
めることで自由度を高めるものとし、短信の様式のうち、本体である
短信のサマリー情報について、上場会社に対して課している使用義
務は、これを撤廃するとした（有価証券上場規程404、806④）。
また、投資判断を誤らせるおそれのない場合に、決算短信の開

―

―

決算短信・四半期決算
短信の様式に関する自由
度の向上に関する改正
は、2017年３月31日から
施行する。

監査事務所検査結果
事例集（平成28年７月
29日、公認会計士・監査
審査会）

平成27年度品質管理
委員会年次報告書（平成
28年６月24日（ホームペ
ージ掲載日）、日本公認
会計士協会）

①　決算短信・四半期決
算短信の様式に関する
自由度の向上のための
有価証券上場規程の
一部改正について

同日以後、最初に終了する事
業年度もしくは四半期累計期間
または連結会計年度もしくは四
半期連結累計期間に係る決算の
内容が定まった場合の開示から
適用する。
2017年２月版の作成要領は、

2017年３月末日以後に終了する
連結会計年度または四半期連結
累計期間の決算または四半期決
算に係る決算短信または四半期
決算短信から適用する（早期適
用はできない）。

「比較情報の取扱いに関する
研究報告（中間報告）」が公表さ
れている。
研究報告の公開草案では、

「３．個別財務諸表への移行に伴
う比較情報の開示」について述べ
られていたが、その後、さらに関連
して検討すべき事項が生じたた
め、結論を含めて引き続き検討す
ることとされており、研究報告（中
間報告）では同項目を削除してい
る。

①　平成28年４月１日以後開始
する連結会計年度および事業
年度の期首から適用する。

　　ただし、平成28年３月31日
以後終了する連結会計年度お
よび事業年度の年度末に係る
連結財務諸表および個別財務
諸表から適用できる。

②　上記①ただし書きの適用に
あたって、早期適用した連結会
計年度および事業年度の翌年
度に係る四半期連結財務諸表
および四半期個別財務諸表に
おいては、早期適用した連結会
計年度および事業年度の四半
期連結財務諸表および四半期

（2017年２月10日、㈱東
京証券取引所）
②　決算短信・四半期決算
短信作成要領等（2017
年２月、㈱東京証券取引
所）
③　株式会社東京証券取
引所の決算短信・四半期
決算短信の記載事項の
見直しについて（決算短
信・四半期決算短信に監
査及び四半期レビューが
不要であることの明確
化）（平成29年２月22日
付け（ホームページ掲載
日は２月27日）、日本公認
会計士協会）

①　監査基準の改訂に関
する意見書（平成22年３
月26日、企業会計審議
会）

→本誌22.5.10･20（No.1248）
付録・解説
②　連結財務諸表の用語、
様式及び作成方法に関す
る規則

→本誌22.11.1（No.1263）付録、
　本誌22.11.10（No.1264）解説
③　財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する
規則

→②に同じ
④　関連するガイドライン
→②に同じ
⑤　比較情報の取扱いに
関する研究報告（中間報
告）（会計制度委員会研
究報告14号）

繰延税金資産の回収可
能性に関する適用指針（企
業会計基準適用指針26
号）
→本誌28.2.10（No.1437）解説、
本誌28.2.20（No.1438）解説、
本誌28.3.20（No.1441）解説

平成28年１月19日、日本
公認会計士協会は、次の監
査委員会報告等について廃
止することを公表した。
これは、企業会計基準委
員会から回収可能性適用指
針が公表されたことを受け
た対応である。

所も同様）。

回収可能性適用指針の適用により、会計基準
等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱う
項目に注意が必要である。

税効果会計に適用する税率は、決算日において公布され
ている法人税法等に規定されている税率ではなく、決算日に
おいて国会で成立している法人税法等に規定されている税
率である（５項、17項）。
地方税法等に関する取扱いも示している。

平成28年度税制改正において、平成28年４月１日以後に
取得する建物附属設備および構築物の法人税法上の減価
償却方法について定率法が廃止され、定額法のみとなる見
直しが行われたことに対応して、「平成28年度税制改正に係
る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対
応報告32号。以下、「減価償却報告」という）公表された。

【会計方針の変更に関する取扱い】
会計方針の変更に関する取扱いとして次の事項が規定さ

れている（減価償却報告２項、３項、17項、18項。以下、アン
ダーラインは筆者が記入）。
①　従来、法人税法に規定する普通償却限度相当額を減
価償却費として処理している企業において、建物附属設
備、構築物またはその両方に係る減価償却方法について
定率法を採用している場合、平成28年４月１日以後に取
得する当該すべての資産に係る減価償却方法を定額法に
変更するときは、法令等の改正に準じたものとし、会計基
準等の改正に伴う会計方針の変更（「会計上の変更及び
誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準24号。以
下、「過年度遡及会計基準」という）５項⑴）として取り扱
う。
②　①の会計方針の変更以外の減価償却方法の変更につ
いては、正当な理由に基づき自発的に行う会計方針の変
更（過年度遡及会計基準５項⑵）として取り扱う。

③　①の取扱いは、平成28年度税制改正に合わせて会計
方針を変更する場合に適用されるものであることから、平
成28年４月１日以後、建物附属設備または構築物を取得
したかどうかにかかわらず、当該税制改正に合わせて減価
償却方法を定額法に変更する場合、法令等の改正に準じ
たものとし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更と
して取り扱うことを意図している。

減価償却報告は、取り扱う範囲を平成28年度税制改正
に係る減価償却方法の改正に限定して緊急に対応したもの
であり、今回に限られたものである（減価償却報告16項）。

【開示】
減価償却報告２項に従って会計基準等の改正に伴う会

計方針の変更として取り扱う場合、過年度遡及会計基準10
項、19項および20項の定めにかかわらず、次の事項を注記
する（減価償却報告４項、18項）。
①　会計方針の変更の内容として、法人税法の改正に伴
い、減価償却報告を適用し、平成28年４月１日以後に取
得する建物附属設備、構築物またはその両方に係る減価
償却方法を定率法から定額法に変更している旨

②　会計方針の変更による当期への影響額

減価償却報告４項⑵に定める会計方針の変更による当
期への影響額は、会計方針の変更を会計上の見積りの変更
と区別することが困難な場合の注記と同様の内容を求める
ことを意図しているため、１株当たり情報に与える影響は記
載を要しない（「実務対応報告公開草案第46号「平成28年
度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の
取扱い（案）」の主なコメントの概要とそれらに対する対応」
10）。

重要な会計方針における減価償却の方法の記載につい
ても注意する。

リスク分担型企業年金に関する会計処理および開示に適
用する（２項）。
①　リスク分担型企業年金は、確定給付企業年金法（平成
13年法律50号）に基づいて実施される企業年金のうち、

確定給付企業年金法施行規則（平成14年厚生労働省令22
号）１条３号に規定する企業年金である（２項）。

②　給付額の算定に関して、確定給付企業年金法施行規則25
条の２に規定される調整率（積立金の額、掛金額の予想額の
現価、通常予測給付額の現価および財政悪化リスク相当額
（通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応
する額）に応じて定まる数値）が規約に定められる（２項、16
項）。

【会計処理】
「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準26号。以下、

「退職給付会計基準」という）４項に定める確定拠出制度に分類
されるリスク分担型企業年金の会計処理および退職給付制度
間の移行に関する取扱いは次のとおりである。
①　規約に基づきあらかじめ定められた各期の掛金の金額（実
務対応報告33号10項⑶に基づき未払金等として計上した
特別掛金相当額を除く）を、各期において費用として処理する
（７項）。
②　退職給付会計基準５項に定める確定給付制度に分類され
る退職給付制度から退職給付会計基準４項に定める確定拠
出制度に分類されるリスク分担型企業年金に移行する場合、
退職給付制度の終了に該当する（９項。具体的な会計処理は
10項に規定）。

【開示】
退職給付会計基準４項に定める確定拠出制度に分類される

リスク分担型企業年金については、退職給付会計基準32―２
項に定められている注記事項として、次の事項を記載する。
①　企業の採用するリスク分担型企業年金の概要
②　退職給付会計基準４項に定める確定拠出制度に分類され
るリスク分担型企業年金に係る退職給付費用の額
③　翌期以降に拠出することが要求されるリスク対応掛金相当
額および当該リスク対応掛金相当額の拠出に関する残存年
数

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準（案）」（企
業会計基準公開草案59号）を公表し、意見募集を行っていた。
「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」

（監査・保証実務委員会実務指針63号）などを基本的に踏襲し
ており、実質的な内容の変更は意図していない。

【範囲】
次の事項に適用する。

①　わが国の法令に従い納付する税金のうち法人税、地方法
人税、住民税および事業税に関する会計処理および開示

②　わが国の法令に従い納付する税金のうち受取利息および
受取配当金等に課される源泉所得税に関する開示

③　外国の法令に従い納付する税金のうち外国法人税に関す
る開示

【会計処理】
次のように会計処理する。

①　当事業年度の所得等に対する法人税、住民税および事業
税等は、法令に従い算定した額（税務上の欠損金の繰戻しに
より還付を請求する法人税額および地方法人税額を含む）を
損益に計上する。

②　「所得等に対する法人税、住民税および事業税等」には、所
得に対する法人税、地方法人税、住民税および事業税（所得
割）のほかに、住民税（均等割）および事業税（付加価値割お
よび資本割）を含む。

次のものを公表し、意見募集を行っていた。
①　「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に
関する当面の取扱い（案）」（実務対応報告18号の改正案）

②　「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い
（案）」（実務対応報告24号の改正案）

公開草案は、「在外子会社の財務諸表（国際財務報告基準ま
たは米国会計基準）」だけでなく、「国内子会社」が指定国際会

個別財務諸表（「比較情報」）につい
て49項⑶①から③に該当する定めを
当該年度の期首に遡って適用する。

③　回収可能性適用指針の適用初年
度の期首においては、次の定めを適
用することにより、これまでの会計処
理と異なることとなる場合には、会計
基準等の改正に伴う会計方針の変
更として取り扱う。

⒜　（分類２）に該当する企業におい
て、スケジューリング不能な将来減
算一時差異に係る繰延税金資産に
ついて回収できることを「企業が合
理的な根拠をもって説明する場合」
には回収可能性があるとする取扱
い（21項ただし書き参照） 
⒝　（分類３）に該当する企業におい
て、おおむね５年を明らかに超える
見積可能期間においてスケジュー
リングされた一時差異等に係る繰
延税金資産が回収可能であること
を「企業が合理的な根拠をもって
説明する場合」には回収可能性が
あるとする取扱い（24項参照）
⒞　（分類４）の要件に該当する企業
であっても、将来において５年超に
わたり一時差異等加減算前課税所
得が安定的に生じることを「企業が
合理的な根拠をもって説明する場
合」には（分類２）に該当するものと
する取扱い（28項参照）

④　回収可能性適用指針の適用初年
度においては、当該年度の期首時点
で新たな会計方針を適用した場合の
繰延税金資産および繰延税金負債
の額と、前年度末の繰延税金資産お
よび繰延税金負債の額との差額を、
適用初年度の期首の利益剰余金に
加減する。

　　ただし、資産または負債の評価替
えにより生じた評価差額等をその他
の包括利益で認識したうえで純資産
の部のその他の包括利益累計額に
計上する場合または直接純資産の部
の評価・換算差額等に計上する場
合、適用初年度の期首時点で新たな
会計方針を適用したときの繰延税金
資産および繰延税金負債の額と、前
年度末の繰延税金資産および繰延
税金負債の額との差額を、適用初年
度の期首のその他の包括利益累計
額または評価・換算差額等に加減す
る。
⑤　回収可能性適用指針の適用初年
度においては、会計基準等の改正に
伴う会計方針の変更による影響額の
注記について、「会計上の変更及び誤
謬の訂正に関する会計基準」（企業
会計基準24号）10項⑸ただし書き
の定めにかかわらず、適用初年度の
期首の繰延税金資産に対する影響
額、利益剰余金に対する影響額、およ
びその他の包括利益累計額または評
価・換算差額等に対する影響額を注
記する。

①　繰延税金資産の回収
可能性の判断に関する監
査上の取扱い（監査委員
会報告66号）
②　その他有価証券の評
価差額及び固定資産の
減損損失に係る税効果
会計の適用における監査
上の取扱い（監査委員会
報告70号）
③　投資事業組合への出
資及び土地再評価差額
金に係る繰延税金に関す
る監査上の留意事項につ
いて（リサーチ・センター
審理情報〔№23〕）

平成28年3月25日、日本
公認会計士協会は、回収可
能性適用指針および「税効
果会計に適用する税率に関
する適用指針」（企業会計
基準適用指針27号）を受け
て、次の実務指針等の改正
を公表した。
①　連結財務諸表における
税効果会計に関する実
務指針（会計制度委員会
報告６号）
②　個別財務諸表における
税効果会計に関する実
務指針（会計制度委員会
報告10号）
③　中間財務諸表等にお
ける税効果会計に関する
実務指針（会計制度委員
会報告11号）
④　金融商品会計に関す
る実務指針（会計制度委
員会報告14号）
⑤　税効果会計に関するＱ
＆Ａ
⑥　土地再評価差額金の
会計処理に関するＱ＆Ａ

平成28年３月31日以後
終了する連結会計年度およ
び事業年度の年度末に係
る連結財務諸表および個
別財務諸表から適用する。

公表日（平成28年6月
17日）以後最初に終了する
事業年度のみに適用する。
ただし、平成28年４月１

日以後最初に終了する事業
年度が減価償却報告の公
表日前に終了している場合
には、当該事業年度に減価
償却報告を適用できる。

平成29年１月１日以後
適用する。

税効果会計に適用する税
率に関する適用指針（企業
会計基準適用指針27号）
→本誌28.3.20（No.1441）解説、
本誌28.5.1（No.1445）解説

平成28年度税制改正に
係る減価償却方法の変更に
関する実務上の取扱い（実
務対応報告32号）
→本誌28.8.1（No.1453）解説

①　リスク分担型企業年金
の会計処理等に関する実
務上の取扱い（実務対応
報告33号）

→本誌29.2.10（No.1470）解説
②　退職給付に関する会
計基準（企業会計基準
26号）

→①に同じ
③　退職給付制度間の移
行等に関する会計処理
（企業会計基準適用指針
１号）
→①に同じ
④　財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関す
る規則等の一部を改正
する内閣府令（平成28
年12月27日、内閣府令
66号）
⑤　財務諸表等規則ガイ
ドラインおよび連結財務
諸表規則ガイドラインの
改正

法人税、住民税及び事業
税等に関する会計基準
（案）（企業会計基準公開
草案59号）
→本誌29.1.1（No.1467）解説

①　連結財務諸表作成に
おける在外子会社等の
会計処理に関する当面
の取扱い（案）（実務対応
報告18号の改正案）
②　持分法適用関連会社
の会計処理に関する当
面の取扱い（案）（実務対

公表日以後適用する。
本会計基準の適用につ

いては、会計基準等の改
正に伴う会計方針の変更
に該当しないものとして取
り扱う。
本会計基準の公表に伴

い、「法人事業税における
外形標準課税部分の損益
計算書上の表示について
の実務上の取扱い」（実務
対応報告12号）は廃止す
る。

改正実務対応報告は、
平成29年４月１日以後開
始する連結会計年度の期
首から適用する。
ただし、改正実務対応

報告の公表日以後、適用
できる。
改正実務対応報告の

　

3月決算総特集
計基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引
法に基づく有価証券報告書を開示している場合も、「連結
財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当
面の取扱い」（実務対応報告18号）の対象範囲に含めよう
とするものである。
公開草案どおりに改正された場合、「連結財務諸表作成

における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」
（改正実務対応報告18号）は、「当面の取扱い」として、次の
２つのケースを規定することになる。

①　在外子会社の財務諸表が国際財務報告基準または
米国会計基準に準拠して作成されている場合

②　国内子会社が指定国際会計基準または修正国際基
準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引
法に基づく有価証券報告書により開示している場合

持分法適用関連会社については、「持分法適用関連会社
の会計処理に関する当面の取扱い（案）」による。

「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等
に関する実務上の取扱い（案）」（実務対応報告公開草案
48号）を公表し、意見募集を行っていた。
平成23年に「民間資金等の活用による公共施設等の整

備等の促進に関する法律」（平成11年法律117号）が改正
され、公共施設等運営権制度が新たに導入されたことによ
る。
公共施設等運営権の取得時の会計処理、更新投資に関

する会計処理などが提案されている。
「公共施設等運営事業に関する注記」などに関して、財
務諸表等規則などの改正案が公表され、意見募集されてい
る。

「債券の利回りがマイナスとなる場合の退職給付債務等
の計算における割引率に関する当面の取扱い（案）」（実務
対応報告公開草案51号）を公表し、意見募集を行ってい
る。
退職給付債務、勤務費用および利息費用の計算におい

て、割引率の基礎とする安全性の高い債券の支払見込期
間における利回りが期末においてマイナスとなる場合、次の
いずれかの方法による（２項）。
①　利回りの下限としてゼロを利用する方法
②　マイナスの利回りをそのまま利用する方法

マイナス金利に関連する会計上の論点には、退職給付債
務の計算における割引率および金利スワップの特例処理以
外に、たとえば、資産除去債務に係る割引率、債務に関して
マイナスの金利を受け取った場合の表示、金融商品の時価
等の開示における時価の算定の取扱い等がある。
これらについては、平成28年３月に議論を行っていない

ものの、実際に実務において解釈上の重要な問題が生じて
いる、ないし混乱が生じているとの意見は特段聞かれてい
ないとし、「これらの論点については特段の対応は不要であ
ると考えられるがどうか」と、第349回企業会計基準委員
会の審議事項⑸の20項および21項に記載されている。

「年金資産に対する監査手続に関する研究報告」では、
次の論点を扱っている。
①　年金資産の消失事案を踏まえ、退職給付会計におけ
る年金資産の実在性や評価の妥当性について十分かつ
適切な監査証拠を得るために、企業年金の運用対象資
産や運用のしくみ・特徴等についての調査・研究

②　①を受けて、より深度ある監査手続を実施すべき範囲
を特定し、望ましい監査アプローチや監査手続について
の調査・研究

③　退職給付会計基準および「退職給付に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針25号）により求
められる年金資産の内訳開示に対応した監査手続や残
高確認書様式に関する調査・研究

応報告24号の改正案）

①　公共施設等運営事業にお
ける運営権者の会計処理等
に関する実務上の取扱い
（案）（実務対応報告公開草
案48号）
②　財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則
等の一部を改正する内閣府
令（案）（平成29年２月６日、
金融庁）

債券の利回りがマイナスとな
る場合の退職給付債務等の計
算における割引率に関する当
面の取扱い（案）（実務対応報
告公開草案51号）
→本誌29.3.10（No.1473）解説

年金資産に対する監査手続
に関する研究報告（監査・保証
実務委員会研究報告26号）

①　監査基準の改訂及び監査に
おける不正リスク対応基準の設
定に関する意見書（平成25年
３月26日、企業会計審議会）
→本誌25.4.20（No.1345）付録、
　本誌25.5.1（No.1346）解説、
　本誌25.8.1（No.1354）解説
②　監査基準委員会報告書240
「財務諸表監査における不正」
など
→本誌25.8.1（No.1354）解説
③　平成27年度品質管理委員
会年次報告書（平成28年６月
24日（ホームページ掲載日）、
日本公認会計士協会）
④　監査事務所検査結果事例集
（平成28年７月29日、公認会
計士・監査審査会）
⑤　会長声明「公認会計士監査
の信頼回復に向けて」（平成27
年12月22日、日本公認会計士
協会）
⑥　監査提言集（特別版）「財務
諸表監査における不正への対
応～不正による重要な虚偽表
示を見逃さないために～」（平
成28年１月27日、日本公認会
計士協会）
⑦　会長通牒平成28年第１号
「公認会計士監査の信頼回復
に向けた監査業務への取組」
（平成28年１月27日、日本公認
会計士協会）
⑧　監査基準委員会研究報告第
１号「監査ツール」の改正につ
いて（平成28年６月14日）

適用初年度の前から国内
子会社が指定国際会計基
準または修正国際基準に
準拠した連結財務諸表を
作成して金融商品取引法
に基づく有価証券報告書
により開示している場合に
おいて、当該適用初年度に
「連結決算手続における在
外子会社等の会計処理の
統一」の当面の取扱いを適
用するときは、会計基準等
の改正に伴う会計方針の
変更として取り扱う。

本実務対応報告は、公
表日以後適用する。

平成29年３月31日に終
了する事業年度から平成
30年３月30日に終了する
事業年度まで適用する。

―

改訂監査基準は、平成
26年３月決算に係る財務
諸表の監査から実施する。
不正リスク対応基準は、

平成26年３月決算に係る
財務諸表の監査から実施
する。

研究報告の「Ⅳ　本研究報告の対象範囲」の記載
がポイントになると考えられる。
また、研究報告の「Ⅵ　年金資産の内訳開示に係

る監査手続」の２⑴②において次の記載があるので、
注意が必要である（アンダーラインは筆者が記入）。

②　年金資産の内訳開示に関する方針に係る監
査人の理解
年金資産の運用内容の理解を踏まえて、経営

者の採用する年金資産の内訳開示に関する方針
を監査人は理解する。適用指針第25号では、「株
式、債券などの種類ごとの割合又は金額」の開示
が要求されている。しかし、実際には、株式、債券
といった伝統的な資産運用だけではなく、様々な
運用対象が想定される。そのため、例えば、生命
保険会社の一般勘定や各種ファンドを有してい
る場合、株式や債券などに細分化して記載した
り、重要性がある場合に「その他」区分に含めたり
するのではなく、当該運用内容が分かる名称や
「共同運用資産」その他の適当な名称を付して区
分記載する方針が採用される場合も考えられる。
また、重要性のある非上場株式を有している場合
に、区分記載する方針が採用されるケースも考え
られる。
したがって、各企業の実情等や当該開示が拡
充された背景（会計基準第26号第77項参照）に
も鑑みつつ、監査人は以下のような項目に留意
し、経営者の採用した開示方針を理解することが
考えられる。

〈不正リスク対応〉
「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対
応基準の設定に関する意見書」が公表されている。
改訂監査基準では、監査役等との連携が明記され

ている。

〈平成27年度品質管理委員会年次報告書〉
日本公認会計士協会が監査法人または公認会計

士に対して行う監査の品質管理の状況をレビューす
る制度について述べている。
前述のとおり、固定資産の減損会計、繰延税金資

産の回収可能性などの会計上の見積りの監査に関す
る改善勧告事項が述べられている。

〈監査事務所検査結果事例集〉
今回の事例集の特徴は次のとおりである。

①　「Ⅰ．根本原因の究明」および「Ⅱ．品質管理編」に
おいて、大手監査法人と中小監査事務所に区分し
て記載

②　「Ⅲ．個別監査業務編」において、指摘事例につい
て、監査手続の不備の重要性等が一層理解できる
よう、被監査会社を巡る事業環境、監査状況など
事例の背景を可能な範囲で記載するとともに、監
査品質の向上に資するものという観点で事例を見
直し

前述のとおり、関連当事者との取引、繰延税金資産
の回収可能性、固定資産の減損会計など会計上の見
積りに関する指摘が多く、特に、経営者の作成した事
業計画の合理性の評価に関する監査について、多く
の指摘がなされている。

〈監査提言集（特別版）〉
監査提言集（特別版）は、不正による重要な虚偽表

示を見逃さないために監査人が留意すべき事項につ
いて、あらためて注意喚起するために発行したもので

ある。
ただし、提言集は監査実務指針を構成するものではない

と述べられている。
たとえば、次の事項を述べている。

①　期末日近くに発生した関係会社間取引および巨額の
収益計上や、被監査会社との関係が不明な相手先への
多額な投融資などの取引は、経済的合理性や事業上の
合理性を検討し、取引が「なぜ生じたのか」という観点か
らの検討が必要であること。
②　経営者とのディスカッションを意味のあるものとする
には、監査人が企業および企業環境・ビジネスを十分に
理解することが重要であること。

③　経営者の偏向を評価するためには、過年度の財務諸
表に反映された経営者の仮定および判断に対して、遡及
的に検討する必要があること。

〈会長通牒〉
会長通牒は、昨今の度重なる会計不祥事は監査の信頼

を揺るがすものであり、公認会計士監査の信頼回復のため
に、特に留意する事項を示し、真摯に監査業務に取り組む
ことを強く要請している。
たとえば、次の事項を述べている。

①　リスクに対応した実証手続を実施する際には、被監査
会社の説明を鵜呑みにすることなく、説明の裏づけとな
る適切な監査証拠を入手すること。
②　会計上の見積りの監査にあたっては、経営者が会計
上の見積りを行った方法とその基礎データの検討にお
いて、被監査会社の説明を鵜呑みにすることなく、収集し
た情報や監査チーム内に蓄積された知識に照らして批
判的に検討する姿勢を保持する必要があること。

③　見積りの裏づけとなる適切な監査証拠を入手し妥当
性を検討するとともに、各見積項目について、過年度の
見積りと確定値または当年度の再見積額の比較を遡及
して検証する必要があること。

企業会計審議会は「監査基準の改訂に関する意見書」
を公表している。
改訂監査基準は、特定の利用者のニーズを満たすべく特

別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成され
た財務諸表に対して、「監査」という形で信頼性の担保を求
める要請に応えたものであり、従来の適正性に関する意見
の表明の形式に加えて、準拠性に関する意見の表明の形
式を監査基準に導入するものである。
これに合わせて、監査基準委員会報告書の改正などが
行われている。

「監査品質の枠組み」（監査基準委員会研究報告４号）
が公表されている。
これは、国際監査・保証基準審議会（IAASB）において公
表された“A Framework for Audit Quality”をもとに、わ
が国において監査品質に影響を及ぼす要因を加味して体
系的に取りまとめたものである。
会社法施行規則やコーポレートガバナンス・コードにお

いて、監査人に関する規定が設けられていることから、事業
会社においても、本研究報告は有用な内容であると考えら
れる。
研究報告は、監査品質に影響を及ぼす要因について述

改訂監査基準は、平成
27年４月１日以後に開
始する事業年度または会
計期間に係る監査から
適用する。
ただし、平成26年４月

１日以後に発行する監査
報告書から適用できる。

―

①　監査基準の改訂に関する意
見書（平成26年２月18日、企
業会計審議会）
→本誌26.3.20（No.1375）付録、
本誌26.4.20（No.1378）解説
②　監査基準委員会報告書
800「特別目的の財務報告の
枠組みに準拠して作成された
財務諸表に対する監査」
→本誌26.6.1（No.1381）解説
③　監査基準委員会報告書
805「個別の財務表又は財務
諸表項目等に対する監査」
→②に同じ
④　監査基準委員会報告書
800及び805に係るＱ＆Ａ
（監査基準委員会研究報告３
号）
→②に同じ
⑤　監査事務所における品質管
理（品質管理基準委員会報告
書１号）　ほか

監査品質の枠組み（監査基準
委員会研究報告４号）
→本誌27.5.1（No.1412）解説

べており、インプット、プロセスおよびアウトプットの各
要因を、主体別に、監査業務レベル、監査事務所レベ
ルおよび国レベルの３階層に体系化し、それぞれの要
因を具体的な項目に展開している。

工事契約については、「工事契約に関する会計基
準」（企業会計基準15号）および「工事契約に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針18号）が
適用されている。
「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」

（監査・保証実務委員会実務指針91号）は、その適用
に際して、一般的に会計上の見積りの不確実性の程度
が大きく、会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リ
スクが高くなることがあることや、「原価の付替え」を用
いて決算日における工事進捗度の調整を通じた工事
収益の操作などの不正が行われる可能性があることに
ついて述べている。
監査・保証実務委員会実務指針ではあるが、工事進

行基準の適用に関する具体的な問題が述べられてい
るので、事業会社においても参考になるものと考えられ
る。

これは、国際監査・保証基準審議会（IAASB）が公
表している国際レビュー業務基準（ISRE）2400「財務
諸表のレビュー業務」を参考に、わが国の財務諸表に
対するレビュー（限定的保証業務）に関する実務上の
指針を整備するものである。

国際監査基準において整備されている要約財務諸
表に関する報告業務について、わが国の実務上の指針
として整備し適用するためのものである。
監査基準委員会報告書810および保証業務実務指

針2400「財務諸表のレビュー業務」の公表に伴って、
監査基準委員会報告書（序）「監査基準委員会報告書
の体系及び用語」について一部改正が行われている。

監査事務所が実施する合意された手続業務に関す
る実務上の指針を提供するものである。
合意された手続に関する業務実施者の報告は、手

続実施結果を事実に則して報告するだけであり、業務
実施者の報告は、手続実施結果から導かれる結論の
報告も、保証の提供もしない。「合意された手続業務」
と「保証業務」は、その性質が異なる（実務指針５項、６
項）。

平成27年４月１日以後
開始する事業年度に係る
監査および同日以後開始
する中間会計期間に係る
中間監査から適用する。

平成29年１月１日以後
に契約するレビュー業務
から適用する。
ただし、本実務指針の

すべての要求事項が適用
可能である場合には、平
成28年１月26日以後に
契約するレビュー業務か
ら適用できる。

平成29年１月１日以後
契約する報告業務から適
用する。
ただし、本報告書のす

べての要求事項が適用可
能である場合には、平成
28年１月26日以後に契
約する報告業務から適用
できる。

実務指針は、平成30年
４月１日以降に発行する
合意された手続実施結果
報告書に適用する。
ただし、実務指針の３

項、４項およびすべての要
求事項が適用可能である
場合には、平成28年10月
１日以降に発行する合意
された手続実施結果報告
書から適用することを妨
げない。

①　工事進行基準等の適用に関す
る監査上の取扱い（監査・保証実
務委員会実務指針91号）
→本誌27.7.10（No.1418）解説、
　本誌28.3.20（No.1441）解説
②　業種別委員会報告第27号「建
設業における工事進行基準の適
用に係る監査上の留意事項」の
廃止について（平成27年４月30
日）

①　保証業務実務指針2400「財
務諸表のレビュー業務」（平成28
年１月26日、日本公認会計士協
会）
②　保証業務実務指針2400に係
るQ&A（監査基準委員会研究報
告５号。平成28年１月26日）

①　監査基準委員会報告書810
「要約財務諸表に関する報告業
務」（平成28年１月26日）
②　監査基準委員会報告書（序）
「監査基準委員会報告書の体系
及び用語」の一部改正（平成28
年１月26日）

①　専門業務実務指針4400「合
意された手続業務に関する実務
指針」（平成28年４月27日、日本
公認会計士協会）
②　専門業務実務指針4400「合
意された手続業務に関する実務
指針」に係るＱ＆Ａ（監査・保証実
務委員会研究報告29号。平成
28年７月25日）

有価証券届出書（第二号様式）

３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】（32）

（記載上の注意）
（32）　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
ａ　最近日現在において連結会社（連結財務諸表を作成し
ていない場合には提出会社。以下（32）において同じ。）が経
営方針・経営戦略等を定めている場合には、当該経営方
針・経営戦略等の内容を記載すること。また、経営上の目
標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある
場合には、その内容について記載すること。

ｂ　最近日現在における連結会社の経営環境並びに事業
上及び財務上の対処すべき課題について、その内容、対
処方針等を具体的に記載すること。
なお、基本方針を定めている会社については、会社法

施行規則（平成18年法務省令第12号）第118条第３号
に掲げる事項を記載すること。

ｃ　将来に関する事項を記載する場合には、当該事項は届
出書提出日現在において判断したものである旨を記載す
ること。

なお、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令」（平成28年４月１日、内閣府令35号）によ
り、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、「企業
内容等の開示に関する内閣府令」21条２項の市町村につい
て改正されている。

平成28年３月期以降における有価証券報告書レビューで
は、次の事項が重点テーマ審査とされた。
①　工事契約に関する会計処理・開示
②　棚卸資産に関する会計処理・開示
③　包括利益計算書
④　１株当たり情報

有価証券報告書レビューに関して、財務局等からの質問状
には、次の観点も反映しているとのことである。

・法令や会計基準への形式的な準拠性のみでなく、投資者
にとって十分に明瞭で理解し得る記載となっているか
・重点テーマ以外の関連する事項について、確認すべき点
はないか
・有価証券報告書以外の開示書類（四半期報告書、内部統
制報告書等）への影響はないか

従来から、次の事項などが指摘されているので、有価証券
報告書の作成に際して注意する。
【退職給付】
「退職給付」に関して、「年金資産の主な内訳」において、内
訳を具体的に記載しないで「その他」に含めることによって
「その他」の割合が過大となっている事例や、「オルタナティ
ブ」として記載している資産に性質やリスクの異なる重要な
資産を含んでいるにもかかわらず、その旨の説明を行っていな
い事例が指摘されている。

【固定資産の減損会計】
固定資産の減損に係る会計処理に関して、減損損失を認

識するかどうかの判定に際して用いる将来キャッシュ・フロー
の見積りにおいて、将来の大幅な損益改善を見込んでいるも
のの、その根拠が十分に説明されない事例が指摘されてい
る。

【金融商品の時価開示】
金融商品の会計処理および開示に関して、為替予約取引

等の時価として、為替予約等により生じる債権または債務の
時価ではなく、為替予約等の契約額の評価額を記載している
事例が指摘されている。デリバティブ取引に関する注記にお
いて、デリバティブ取引の時価は、取引により生じる債権また

示を早期化するためサマリー情報ならびに経営成績・
財政状態の概況および今後の見通しを先行して開示す
るときは、準備が整い次第ただちに連結財務諸表および
主な注記を開示することとされている。
「「決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度
の向上について」に寄せられたパブリック・コメントの結
果について」が公表されており、実務の参考になると考
えられる。

「決算短信・四半期決算短信作成要領等（2017年２
月版）」の41頁に次の規定が設けられている。

〔会計基準の選択に関する基本的な考え方〕
・会計基準の選択に関する基本的な考え方を記載し
てください。
・例えば、IFRSの適用を検討しているか（その検討状
況、適用予定時期）などを記載することが考えられま
す。

連結財務諸表等について、比較情報の作成が規定さ
れている。

（比較情報の作成）
連結財務諸表規則８条の３
当連結会計年度に係る連結財務諸表は、当該連結

財務諸表の一部を構成するものとして比較情報（当連
結会計年度に係る連結財務諸表（連結附属明細表を
除く。）に記載された事項に対応する前連結会計年度
に係る事項をいう。）を含めて作成しなければならな
い。

連結財務諸表規則ガイドライン８の３
規則第８条の３に規定する比較情報に関しては、以

下の点に留意する。
１　当連結会計年度に係る連結財務諸表において記
載されたすべての数値について、原則として、対応す
る前連結会計年度に係る数値を含めなければなら
ない。

２　当連結会計年度に係る連結財務諸表の理解に資
すると認められる場合には、前連結会計年度に係る
定性的な情報を含めなければならない。

比較情報の開示に関する基本的な考え方は、当事業
年度に係る財務諸表の開示が基礎になるものと考えら
れる。ただし、比較情報の開示の要否については、財務
諸表利用者の意思決定に資するものかどうか、企業の
業績等に関する適正な判断のために必要と考えられる
事項かどうかについて、慎重に判断する必要があると考
えられる。

回収可能性適用指針は、平成28年３月28日に改正
されているので、注意が必要である。
回収可能性適用指針は「繰延税金資産の回収可能

性の判断に関する監査上の取扱い」（監査委員会報告
66号）における企業の分類に応じた取扱いの枠組みを
基本的に踏襲しており、収益力に基づく一時差異等加
減算前課税所得等に基づいて繰延税金資産の回収可
能性を判断する際に、要件に基づき企業を（分類１）か
ら（分類５）に分類し、当該分類に応じて、回収が見込ま
れる繰延税金資産の計上額を決定する（15項、16項、
63項）。

公開草案では「合理的に説明できる場合」の表現が
用いられていたが、確定した回収可能性適用指針は「企
業が合理的な根拠をもって説明する場合」の表現を用
いている（77項～79項。回収可能性適用指針の他の箇


